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裁判員経験者の意見交換会議事概要 

 

日 時  平成３０年２月２１日（水）午後２時３０分～午後４時４０分 

場 所  札幌地方裁判所裁判員候補者待合室（本館２階） 

出席者  司 会 者 島 戸   純（札幌地方裁判所刑事第１部総括判事） 

法曹出席者 平 手 健太郎（札幌地方裁判所刑事第１部判事） 

大 友   隆（札幌地方検察庁公判部検事） 

奥 田 真 与（札幌弁護士会弁護士） 

裁判員経験者   ４人（１番，２番，３番，４番） 

報道機関出席者 

ｕｈｂ １人  

 

＜意見交換会の趣旨説明と挨拶＞ 

司会者 

  本日は，お寒い中，また，遠くからお越しいただいている方もいらっしゃると聞いて

おりますが，裁判員経験者の意見交換会にお集まりいただきありがとうございます。 

裁判員経験者の意見交換会も，今回で２０回目を迎えることになりました。 

  裁判員裁判も導入から８年半を過ぎ，この札幌地裁でも，今日までの間に，裁判員裁

判が２３０件開かれたところですが，様々な課題も見えてきており，私どもも課題をな

お解決していかなければならないと考えているところです。その課題の一つには，裁判

員として参加されることに負担を感じて，参加に躊躇される方も多くいらっしゃること

があります。特に，事実関係に概ね争いがなくて短い日程で審理される事件よりも，事

実関係に争いがあり，証拠調べがやや複雑なものになったりした事件については，審理

の日数が比較的長くなるなどして裁判員の皆様の御負担も大きいことが指摘されている

ところです。 

  そこで，今回は，事実関係が争われたり，証拠調べがやや複雑なものになった事件に

ついてのみ，あえて焦点を当て，あえて少ない人数で，裁判員裁判の審理や評議の在り

方について，じっくりと御意見を伺いたいと思っております。 

 

＜裁判員裁判に参加しての全般的な感想，印象について＞ 

司会者 

  １番及び２番の方の参加された事件について御紹介します。罪は，強盗殺人未遂事件

で，札幌市内の歓楽街で多量のお酒を飲んだ後，通りがかりの被害者に対し，殺意をも

って，カッターナイフで胸を突き刺し，ダウンベスト等を奪ったというものでした。お

酒を飲んだことにより，十分な判断ができない状態で犯罪に及んだということを前提に，

懲役８年として刑罰を決められたところです。この事件では，選任手続期日のほか，７

日間お越しいただきました。 

  まず，全体的な印象等をお伺いできればと思っております。１番の方，いかがでしょ

うか。 
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１番 

  私は現在６９歳なのですが，こんなに高齢な自分が，的確な判断ができるのかなとい

うことを，まず第一に感じました。 

  裁判については，公訴事実が争われることはなかったのですが，量刑を決めるのが大

変だったと感じました。強盗殺人未遂という事件だったのですが，お酒を飲んで被告人

が泥酔状態であり，心神耗弱の状態だったということがありました。それと，被告人が

二十歳を少し過ぎたくらいの若年であったということがありました。記憶が所々まだら

なんですが，殺意は明確にあったというのがこの事件の概要でしたので，これらの事情

をどう斟酌するのかというところに頭を悩ませました。裁判の知識もなく，法律にも疎

いものですから，果たして出来るかなと思いましたが，皆様のおかげで何とかやれたと

いうのが感想です。 

司会者 

  ありがとうございます。私の経験でも，７０代，８０代の方でも本当に熱心に御参加

いただいたことが何度もありますので，年齢を気にされる必要は全くないと思っており

ます。今のお話にあった，この事件特有の事柄については，また後でお伺いしたいと思

います。 

  同じ事件を２番の方にも御担当いただきましたが，全体的な印象等をお聞かせ願えま

すでしょうか。 

２番 

  最初の裁判員の選任手続には３２人の方がいらっしゃっていました。私は，選任手続

に来る前に裁判所のホームページで意見交換会の内容も見ておりましたが，意外と多い

なという印象でした。８人を選任するために，３２人を呼んでいるということになりま

すが，実際には，当日に８人の方が都合が悪いということで辞退をされて，なおかつ，

弁護側と検察側で５人ずつ忌避できるということでした。もし５人ずつ忌避されるとす

ると，結果的に１４人から８人を選ぶということになりますので，結構当たりやすいん

だなというのが実感で，意外にも当たっちゃったなという感じで参加したところです。 

  それと，公判前の整理手続で争点整理をして，審理を一気にやるということは聞いて

いたのですが，選任手続が終わった次の日から一気にやってしまうということは想定し

ていなかったので，ちょっと面食らったというのが実はあります。 

  たまたま，間に祝日があって三連休でしたので，その三連休で勉強することができた

ので，そういう面では良かったかなと思います。 

  裁判自体は，１番の方もおっしゃっていたとおり，量刑の部分で心神耗弱，また，若

年だということで，どう判断するかということなのですが，なかなか難しいものがある

のかなと思いました。 

  たまたま，その頃に仕事が変わって，比較的，時間に余裕がありましたので，参加し

て良かったなというのが率直な感想です。私の職場には，これまで裁判員を経験した方

はおらず，皆，大変関心を持っていましたので，札幌地裁にお願いをして裁判員制度の

説明会を開いていただきました。それを聞いた方々は，非常に興味が高まったようで，

当たったらやってみたいということでした。 

  期間に関しては，７日間くらいがぎりぎりセーフかなと思います。去年，京都地裁で
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あったような１００日を超えるような事件ですと，色々と難しい事情もあるのでしょう

けれども，一般的な裁判員裁判がこれくらいの期間であるということが認識されれば，

それほどの負担感がないのではないかということを，実際に参加して思いました。 

司会者 

  ありがとうございます。多岐にわたる点についてお話いただきました。個別の問題に

ついては，後ほどお伺いしていきたいと思います。 

次に，３番の方の参加された事件について御紹介いたします。罪は，強姦致傷など３

つの事件で，その主なものは，強姦の目的で女性の住居に侵入し，暴力を加えてわいせ

つな行動をしたものの，強姦の目的までは遂げなかったもの，また，強姦の目的で別の

女性の住居に侵入し，暴力を加えるなどして強姦し，その際けがを負わせたというもの

でした。判決では，検察官が主張した事実関係が認められ，懲役１２年６か月とされた

ところです。この事件では，選任手続に引き続く公判期日を含め，７日間お越しいただ

きました。 

  まずは，参加されての全体的な印象等をお聞かせ願えますでしょうか。 

３番 

  どうしても，女性が襲われているということが問題になっていますので，女性が自分 

自身の口で，起きたことを話さなければならないということで，私も一緒に涙が出てし

まうという状態です。これは，非常に言いづらいだろうなと，辛いだろうなという気持

ちでした。 

  私がこの事件で考えたのは，被告人の知能の問題です。ＩＱが９６だったか，９８だ

ったか，これはどうなんだろうという話になりまして，頭の良い人のＩＱは１２０から

１４０くらい，平均は１００くらいらしいということで，私としては，９８もあれば平

均だろうと，別に心神耗弱だったわけでもないし，ただ，一般的な人よりも女性に対し

て非常に興味が強かったのかなと思いました。被告人の知能には，何も問題がないので

はないかと思いました。 

司会者 

  被告人が精神障害を抱えていたと言えるかどうかの点では，裁判の中でも問題とされ

たり，色々とお困りのところもあったのではないかと思います。後ほど，その点につい

てもお伺いしていきたいと思います。 

  次に，４番の方の参加された事件について御紹介します。この事件は，３人の被告人

を同時に審理するものでした。罪は，強盗致傷，窃盗の事件で，そのうちの１件は３名

で，売上金を運んでいた被害者を襲ってかばんを奪うとともにけがを負わせ，また，そ

れ以外の罪として，三人のうちの二人でひったくりや車上狙いをした，というものでし

た。判決では，３人の被告人について，それぞれ懲役９年，懲役６年，懲役５年とされ

たところです。この事件では，選任手続期日のほか，９日間お越しいただきました。 

  まずは全体的な印象等について，お聞かせいただけますでしょうか。 

４番 

  全体的な印象としては，もともと経験したいなという気持ちが，実はありました。 

  実際に選ばれて，日程的な話はまた後で出てくるかもしれませんが，仕事との兼ね合

いというか，９日間びっしりでしたので，その部分での負担はありましたけれども，た
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だ，良い経験をさせていただいたと思っております。事件としては，かなり複雑ではあ

ったのですが，例えば，殺人事件のような悲惨なものではなかったので，負担感はそれ

ほどなかったように感じました。 

司会者 

  そういった負担感については，事件によっても違うところだと思いますので，後ほど

お伺いしていきたいと思っております。 

 

＜選任手続について＞ 

司会者 

  まず，皆様は７日間，９日間といった平均的な日数よりも多い期間，裁判に参加して

いただいたわけですが，お仕事の事情，御家庭の事情など，様々な事情を調整された上

で御参加いただいたものと思います。 

  そこで，３つの点についてお伺いしたいと思います。 

  １つ目は，裁判員選任手続期日を，実際に法廷に入っていただくどの程度前に行えば

よかったか，という点です。先ほど，２番の方からは，法廷での審理が始まる前日に選

任手続が行われたというお話がありました。そうすると，なかなか予定を調整しにくい

ということがあったのかもしれませんけれども，３番の方の事件では，実際に法廷に入

っていただく午後の法廷の直前の午前，４番の方の事件では，実際に法廷に入っていた

だく月曜日の前の金曜日に，それぞれ選任手続がされました。裁判員選任手続の前から

調整いただいていたのか，あるいは，あらかじめ７日間なり９日間なり空けておいてい

ただけたのでしょうか。それとも，選ばれてから調整しようと考えていたのか。そのあ

たりはいかがでしょうか。 

２番 

  裁判員候補者になったときに，まずは全日程が示されるので，その時点で分かるので

すが，それを見て，まずびっくりしました。仕事の関係でいうと，結構日数もあったの

で，周りの同僚に話したところ，せっかくなんだからやったらどうかと言われまして，

結果的には参加しましたが，難しいところだと思います。裁判員候補者になった時点で

は，どういう事件かは分からず，日数だけが示されますので，その時点で事件の概要が

分かれば良かったかなと思います。ただ，その後，裁判所のホームページを見て，たま

たま裁判員裁判の情報が出ていたので，この事件だなというのが分かったのですが，事

前に分かれば良いなと思いました。 

司会者 

  実際に，お仕事との関係では，もし裁判員に選ばれたらよろしく頼むというようなこ

とを，事前に周りにお話をされていたということですね。  

２番 

  そうですね。比較的，皆さん協力的でした。 

司会者 

  ４番の方からも，先ほど少しお話を伺ったところなのですが，お仕事については事前

に調整をされていたのでしょうか。 

４番 
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  事前に話はしていましたけれども，選ばれるかどうかが分からないということもあり

ましたので，予定は空けていませんでした。 

  私の場合は金曜日に決まったので，月曜からの業務の調整をしなければならなかった

のですが，金曜の夜に会社に戻ってからでしたので，ほとんど調整はできませんでした。

実際には，会社が近いので，裁判が終わった後に会社に行っていました。日数が長くか

かるような裁判であれば，決まってから数日は置いて開始していただいた方が良いかな

と思います。３日くらいでしたら，すぐに始まっても支障ないのかもしれませんけれど

も。 

司会者 

  １番の方，３番の方はいかがでしょうか。もし，さらに何か付け加えることがあれば

どうぞ。 

３番 

  私の場合は，トータル７日で終わりましたので良かったのですが，仕事の関係では７

日くらいがぎりぎりというところです。 

  ちょうど忙しい時期でしたので，もし裁判が延びてしまったら，その後の参加はでき

なくなっていたと思います。逆に言うと，裁判が延びるのであれば，７日なら７日で一

度切っていただいて，例えば一週間置いて，準備をさせていただかないと，私の場合は

全く無理だったと思います。 

司会者 

  日程については，あらかじめ，少し多めに，この期間の中で収まるようにしますとい

う形でお知らせをしているものですから，その期間より延びてしまうということは，そ

れほどないし，また，裁判員としてお越しいただく方に，本当に延びてしまうというこ

とがあれば予想外のことになりますので，これは本当に日程を考え直さなければいけな

いことだと思います。そこは，この期間ということでお知らせした期間の中で収まるも

のということで御予定いただければと思います。ただ，７日や９日ということ自体が御

負担があったのかもしれません。 

  このこととの関係で，もう少しお伺いしたいことがあります。  

  一日に行う内容をもっと多くして，全体の期間を短くするということも考えられるか

もしれませんし，逆に，一日に行う内容を少なめにして日数を多めにとるということも

考えられます。これは非常に悩ましい問題でして，朝から夕方までずっと予定が多く入

っていると，お疲れになることも多いと思います。特に，４番の方が担当していただい

た事件では，少し審理時間が延びてしまって，終了時刻が午後６時を過ぎてしまったこ

とがあったと聞いています。一方で，朝にお越しいただく時間を遅め，夕方にお帰りい

ただく時間を早めにしたりすると，参加いただく日数が多くなってしまうことになりま

す。この点はいかがでしょうか。 

  実際に御経験されて，７日，９日というところでは，それだけでも大変だったと思い

ますが，一日の詰まり方というところではいかがでしょうか。 

３番 

  私は，あの時間でちょうど良かったと思います。 

  確かに，裁判員同士でも，すごく疲れるという話はしていました。特にこの事件は精
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神的にも疲れるよねということはありました。 

１番 

  私のように地方から通っている者にとっては，始まりの時間も，終わりの時間も，ち

ょうど良かったと思います。私の住所地は，交通機関が整っているので，その時間で良

かったのかもしれません。もうちょっと遠い所の方だと，帰りの時間が厳しいのかもし

れません。結果的には，私も最初の二，三日は通いましたが，７日間となると，長丁場

で体力的にも厳しくなると判断して，残りの４日は札幌に泊まりました。ただ，遠方の

方は大変だと思います。 

司会者 

  この点，札幌地裁では難しい問題となっておりまして，札幌市内にお住まいの方も多

くいらっしゃいますが，遠くの方にも無理なくお越しいただけるようなスケジュールを

組みたいと思っているところです。 

  朝９時３０分頃に集合で，夕方５時００分頃解散という，だいたいそれくらいのスケ

ジュールで，皆様にとっては，ちょうど良かったということでよろしいでしょうか。 

４番 

  適切だったと思います。 

司会者 

  この点と関連して，これもお仕事をお持ちの方によっては，色々と御事情は違うかも

しれませんけれども，皆さん，平日に連続でお越しいただいたと思います。中には，長

い事件になりますと，例えば平日にお休みの日を設けて，お仕事の調整の必要があれば

そちらに行っていただくとか，そうしたお休みの日を設けることも考えられるところで

す。ただ，これもまた悩ましい問題でして，かえって全体の日数が長くなってしまった

り，記憶が途切れてしまったりということも考えられます。この点はいかがでしょうか。 

１番 

  私はリタイアしている身ですから，特に７日間が９日間になっても負担はなかったと

思いますけれども，お仕事を持っている方は違いますよね。 

４番 

  連続で良いと思います。ただ，冒頭で申し上げたとおり，仕事上の調整期間があれば，

途中で一日空けるよりは，連続で終わらせた方が良いと思います。 

２番 

  私の場合はたまたま職場が近かったので，一度会社に寄ってから裁判所に来て，帰り

も職場に寄ってから帰っていたので，あまり違和感はなかったですね。ただ，地方から，

遠い所から来ている方は，連続で来るとなると，仕事との兼ね合いが難しいのかもしれ

ません。 

司会者 

  朝，お仕事に行かれて，裁判所にいらして，そしてまた夕方からお仕事に行かれると，

相当お疲れになったのではないかと思いますが。 

２番 

  メールチェックをする程度でしたので，そこまでではありませんでした。 

      



 7 

＜冒頭陳述について＞ 

司会者 

では，次に，具体的な審理の中身に入っていきたいと思います。 

  まず，審理の冒頭に検察官と弁護人から，それぞれ冒頭陳述がされたと思います。こ

れは，これから証拠調べによって明らかにしようとする内容を予告するというものでし

たが，皆様にとって，検察官，弁護人の大まかな主張を把握するのに役立つものになっ

ていたでしょうか。 

  ４番の方が参加された事件につきましては，３人の被告人について，弁護人がそれぞ

れ冒頭陳述を行っていたと思います。合計で３０分以上かかったと聞いております。被

告人ごとに言い分や事情が異なるということを把握するのに御苦労があったかもしれま

せんし，また，配られた資料もそれぞれあったと思います。これから法廷で審理を始め

ますというときに，分かりやすいものになっていたかどうか，お伺いしたいと思います

が，いかがでしょうか。 

４番 

  検察官も弁護人も，それぞれ裁判員に分かりやすいように工夫されて，色々な資料を 

作られているのだと思いますが，ある程度決められたフォーマットで作っていただいた 

方が良かったのかなと思いました。普通のワードのベタ打ちのものがあったり，パワー 

ポイントみたいなものがあったり，図のようなものがあったりで，あまりにもフォーマ 

ットが違うので，出来れば，資料に記載する順番だとか，ざっくりとしたフォーマット 

とか，紙の形を揃えるとか，それくらいのところはあっても良いのかなと思いました。 

司会者 

  そうすると，検察官，弁護人３人が，それぞれの立場から作られた資料ですが，ある 

程度形式を共通化して，こうした部分を見ると，それぞれの争いになっているところ，

主張が確認できるというようになっていれば，見やすくなるということでしょうか。 

４番 

  そうですね。例えば，結論を先に書くとか，時系列で書くだとか，そういう工夫があ 

れば，争点が分かりやすくなるのではないかと思います。 

司会者 

  よく分かりました。ほかの皆さんはいかがでしょうか。検察官と弁護人の主張を対比 

すると，これからこういったところに着目をして証拠調べを行うというところだと思い 

ますが，いかがでしょうか。分かりやすいものになっていたでしょうか。 

２番 

  奥田弁護士はこの裁判を傍聴されていたと思うのですが…。 

奥田弁護士 

  はい。 

２番 

厳しい意見になるかもしれませんが，過去の意見交換会の内容を見ても，よく出てく 

 るのですが，刑事裁判における検察官と弁護人のスキルの差がものすごくあるように感

じました。札幌弁護士会の刑事弁護センター運営委員会で何回も議論されていると思わ

れますが，冒頭陳述の書式に関しても，多分，検察庁にはデータベースがしっかりあっ
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て，ある程度見やすい，パワーポイントかエクセルで作られているものだと思います。

弁護人側については，結構手探りで，正直言ってベタ打ちベースの資料ですので，それ

で結果的に有罪か無罪かは決まらないんですけれども，印象として，スキルに差がある

なというのは，どうしても感じますね。そこは，弁護士制度自体が，もう少し刑事裁判

に特化した仕組み，例えば，職業刑事弁護士みたいなものがないと，なかなか改善され

ないんじゃないかなという感じがしました。冒頭陳述に関しても，そういう資料の作り

で説明していくことになると，どうしても検察側のほうが分かりやすいと感じざるを得

ないのかなと思います。 

司会者 

  その分かりやすさという部分については，我々裁判所においても，いつも真剣に考え 

 なくてはいけないことで，我々裁判官の立場としても，検察官や弁護人の主張が伝わり 

にくくなるために，検察官が言いたいことはこういうことだと思う，弁護人が言いたい 

ことはこういうことだと思う，というような説明を裁判員の方々にしたくはないと思っ 

ているところです。 

  今の御意見も含めて，率直なところをお聞かせいただきながら，これから私どもが改 

善していかなければいけないなと思っています。 

  冒頭陳述について，ほかに何か御感想はございますか。 

１番 

  今回の私どもの事件は，冒頭陳述は両方とも，分かりやすかったと思います。争点は 

 ここだなということが，冒頭陳述でよく分かりました。 

 

 ＜証拠調べについて＞  

司会者 

ここからは，証拠調べについて伺っていきたいと思いますが，証拠調べと申しまして

も，証拠書類の取調べ，証人尋問，それから被告人質問とございますので，それぞれ分

けてお伺いしていきたいと思います。 

まず，証拠書類の取調べですが，これは，書面で示されたり，朗読されたりといった

方法でされたと思いますが，内容が頭に入りやすいものだったかどうかというところに

ついてお伺いしたいと思うのですが，いかがでしょうか。 

  例えば，３番の方が参加された事件では，検察官からの証拠調べの請求と，弁護人か

らの証拠調べの請求もあり，弁護人からの証拠書類が７点あったということですが，こ

れらがどのようなことを示すための証拠であるのか，分かりにくいことはありませんで

したか。 

３番 

  どの程度というのはあるんでしょうけれども，私は理解できたと思っています。 

被告人の，病理的な，精神的な部分が問題にされていたところ，実は，私は９年前に

大病を患いまして，今も身体的に障害が残っています。そういう経験がありますので，

被告人の状態を自分と照らし合わせてみて，どうなんだろうというのは意外と分かりや

すかったというところがありました。 

司会者 
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  御自身の御闘病の経験があったから理解しやすかったということですが，仮に，そう

いった御闘病の経験がない方だと，どうでしょうか。 

３番 

  その辺は，またちょっと違うのかなと思いますけれども。 

司会者 

  分かりました。 

それから，４番の方の参加された事件では，これはもともと３人の被告人が合計３つ

の事件を犯していたということもあって，検察官から請求された証拠書類の取調べだけ

でも１時間以上かかったと聞いております。内容を把握したり，理解したりするのに，

難しいということはございませんでしたか。  

４番 

  大丈夫でした。評議の段階でも，改めて見ることができましたし，その時点でどこま

で理解したかということはあるにしても，振り返って見ることもできるので，特別問題

があるということはなかったと思います。 

司会者 

  証拠書類の取調べに先立って，あらかじめ裁判官からも，後でまた振り返る機会もあ

るということを説明を受けていたということですか。 

４番 

  はい。 

司会者 

１番，２番の方はいかがでしょうか。事件の内容からすると，割とすっと入ってくる

のかもしれませんが，次の証人尋問の話とも重なってきてしまうんですけれども，被害

に遭われた方がお酒に酔っていて，記憶が一部抜けていたんだろうと思います。片や，

被告人もあまり記憶がはっきりしていないという状態で，おそらく，証拠書類の取調べ

や証人尋問の段階で，十分に事案が把握できなかったということがあるのかもしれませ

んけれども，その辺りはいかがでしたか。 

２番 

  参加してみて感じたのは，公判前整理手続がしっかりしていて，証拠がすごくあっさ

りしていて，こんなものなのかなと，ちょっとびっくりしました。実際に，裁判員裁判

をやると，もう少し色々な書類を見ることがあるのかなと思っていたのですが，実際，

公判の中で説明を受けて，後は，法廷から戻ってきて裁判官に聞いて補充するという形

で，自分たちで証拠に当たって考えてみるという時間はありませんでした。それは，あ

る程度やりたいと思う方がいれば，できるような環境があれば良いなというふうには思

いました。 

司会者 

  今の点は，こちらも色々と考えさせられる御指摘で，できることならば，裁判官が後

で補充しなくても，法廷で聞いていただければそれで分かるような程度にしていきたい

なというふうに思っております。そのための公判前整理手続があるわけですけれども，

そうは言っても疑問が出てくると，この事件についてはこういうところを御覧いただき

たいんだと，こういうところを御判断いただくために，見ていただいているんだという
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ところを，我々も色々と御説明しなければいけないと思いながら伺っておりました。  

  証人尋問の話にもつながってくるところですが，皆様が参加された事件では，被害者

の方が，法廷で，被害を受けた状況について証言をされたところです。検察官，弁護人

から被害者に対する質問がされたと思うのですが，その証人尋問で被害に遭われた状況

等を把握することができたかどうか，これは具体的な状況もさることながら，最終的に

どれくらいの行動をしたのかという重さについても，感じていただく，評価していただ

くという意味合いもあったと思います。その辺り，被害者の証人尋問を経験されて，い

かがでしょうか。 

  １番の方は，被害者がお酒に酔っていたということもあって，十分に事実関係が出て

こなかったのかもしれませんけれども，その辺りはいかがでしょうか。 

１番 

  被害者と加害者と両方，お酒を飲んでいまして，どちらも，おそらく１００％の記憶

ではなかったと思います。ただ，被害者と加害者が，きちんと分かれているだけの話で，

強盗殺人未遂ですから，やられた方については，一歩間違えば死ぬところだったと。そ

れに対して，加害者からは，現状，謝罪もなければ誠意もないということで，刑にもつ

ながっていくんでしょうけれども，非常に憤りを持って証言をされていました。被告人

は，お酒が抜けてしまえば，本当は好青年だろうと思うんですけれども，悪かったなと

反省しているようには見えました。実際にどうだったかは分かりませんけれども，検察

官あるいは弁護人からの質問についてもきちんと答えていました。それぞれ，記憶が欠

落していた部分はあったと思いますが，言っていることの意味は分かりました。 

司会者 

  ありがとうございます。３番の方の参加された事件では，被害者と被告人とで言い分

が違っていて，具体的にどのようなわいせつな行為があったのかというところについて，

証人尋問から考えていかなくてはいけないことも多かったと思います。検察官や弁護人

からの質問について，どういう目的でしている質問なのかといったところも，分かりや

すかったかどうか，というところをお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

３番 

  １点だけ，何が違うんだという部分がありました。それは，首を絞めたか，それとも

絞めなかったかという点でしたが，被告人はひも状のものを手に持っていて，その時に，

女性はそれで絞められるという恐怖心を持っていたということでした。そこで，被告人

は絞めていない，女性は首が苦しかったと，絞められたという記憶よりも苦しかったと

いう記憶だと言っていました。そこが相違点でありまして，本当に絞めたのか，そうで

はなかったのではないか，ひも状のもので押し付けただけかもしれないということが争

われていました。私は，内容的に理解できましたし，分からないということはありませ

んでした。 

司会者 

  ありがとうございました。 

４番の方が参加された事件では，被害者の記憶に曖昧なところもあり，検察官や弁護

人から，捜査段階で話した内容について持ち出されたこともあったと思います。そうし

た捜査段階で話したことが持ち出されたときに，分かりにくいということはありません
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でしたか。 

４番 

  正直なところ，最後まで実際にはどうだったのか，明確には理解できませんでした。 

  複数の犯人に，先に引っ張られたのか，殴られたのか，蹴られたのか，どのタイミン

グでどうだったのかというようなところが，検察官も弁護人も，争点のひとつでもあっ

たので，色々と尋ねてはいたのですが，一年前のことをそこまで覚えているのかという

と，多分，精神的にもそのときは冷静ではなかったと思われるので，素直な感想として

は，被害者がお気の毒な感じがしました。やはり，証言が変わっていることに対して突

っ込まれてしまうので，何となくお気の毒でした。最終的には「今，思い出しました。」

というような御発言もあったので，どうなのかなというところもありました。一連の被

害状況については理解ができたのですが，順番とか細かい部分までは，なかなか難しい

なという感想です。 

司会者 

  そうすると，全体に遭われた被害の状況とすると，把握することができたけれども，

具体的な順番等については，やはり，この証人尋問で明らかにすることは限界があった

と，そのように伺ってよろしいでしょうか。 

４番 

  はい。そうですね。 

司会者 

  ありがとうございます。 

  このほかに，被害者の証人尋問等でお気づきの点はありますでしょうか。 

  もしよろしければ，この後，被害者とは別の証人になりますが，お医者さんの証人尋 

問をするかしないかというお話に入っていきたいと思います。 

１番，２番の方が参加された事件では，お医者さんの証人尋問が行われました。片や，

３番の方が参加された事件では，あえて，裁判官がお医者さんの証人尋問を行わないと

決めて法廷が開かれたと聞いています。 

いずれの事件でも，被告人が，犯行当時，刑事責任を問うだけの精神状態にあったの

かどうかが争われていました。まず，１番，２番の方が参加された事件では，実際にお

医者さんにお越しいただいて，精神鑑定の結果について御説明をいただいたということ

でした。このお医者さんの話を理解したり，実際に精神状態について判断したりするこ

とに難しさはございませんでしたか。結論として，心神耗弱ということに争いはなかっ

たということでしたけれども，その中身を御理解いただくということも必要だと思うの

ですが，その辺りについて，１番の方，いかがでしょうか。 

１番 

  お医者さんの説明は非常に分かりやすく，医学用語も難しいのはあまり使わずに我々

にも理解できるように話していただきました。その点は良かったと思うんですけれども， 

泥酔状態イコール心神耗弱という，その辺の線引きが，たまたま今回見ていただいたお

医者さんは心神耗弱だと言ったかもしれませんけれども，別の方が鑑定されると，また

ちょっと違ったかもしれないですよね。お酒をそこまで飲ませた状態で判断したわけで

はありませんし，後で被告人から聞いたことを前提とした判断だと思いますので，その
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辺はどうなのかなというのはちょっと感じました。 

司会者 

  今の点は非常に難しい問題がありまして，まずひとつは，お医者さんの尋問の中でも，

この方が，犯行当時，本当に精神障害と言えるほどの状態にあったといえるかどうかと

いうことや，その精神障害と今回の犯行とがどのように結びついてきたのかというとこ

ろについて，御説明があったんだろうと思います。最終的に，それが法律的に見て責め

られるべきなのかどうかというところについては，裁判員，裁判官の中で検討すること

だと思うんですけれども，こうした精神障害と言えるかどうか，なぜこの精神障害が犯

罪に結びついたのかというところについて，難しい話題もあったのかもしれません。そ

の辺りはいかがでしたか。 

２番 

  裁判員裁判ということで，実際には一般の市民が裁判員になりますので，私の感覚か

ら言うと，お医者さんが心神耗弱だと言っているということは，それが前提条件になる

と思いました。ただ，お医者さんの鑑定というものの重みをどうとらえるかについては，

一般の方からすると，受け止め方には濃淡があるのかなと思います。最終の論告の中で

も，検察側はそれなりに計画性があるという言い方で，弁護側は計画性はなく突発的な

犯行だと当然言ってますけれども，その辺にも関わってくるところで，鑑定人による鑑

定の価値というか，その辺をもう少し，事前に理解しておいた方が良かったような気は

しないでもないです。 

司会者 

  お酒が関わっているというときに，おそらく，単純な酔っ払いではなくて，お酒の影

響で精神の障害に至っているというようなところが，一般の常識からすると，なかなか

馴染みのないところだったのかもしれません。そうしたところについては，裁判所がも

う少し説明すべきだったのかもしれませんし，なかなか難しいところですね。色々な経

験を話しながら，結論として，お医者さんの説明にも納得をされたということになった

わけですね。 

  一方，３番の方が参加された事件では，お医者さんのお話を聴くことなく，最終的に，

責任能力と申しますけれども，刑事責任を問うだけの精神状態にあったかどうかという

ことを判断されたということでした。事前の準備の段階で，裁判官が精神鑑定を必要な

いものと判断しており，お医者さんの証人尋問はあえて行わなかったということでした。

弁護人からは，お医者さんの意見を記載した書面が証拠書類として出されていたと聞い

ています。そういう中で，刑事責任を問うだけの精神状態にあったのか，御自身で考え

るに当たり，難しさはございませんでしたか。 

３番 

  私は，難しいとは思っていませんでした。被告人はアルバイトではありますが，普通

に働いていましたし，結構な頻度で万引きをしているんですね。その万引きが，常にビ

ニール袋で，なぜビニール袋なのかということを裁判官に聞いたら，換金しやすいんだ

よということをおっしゃっていました。そういうことを思いつく被告人が精神障害だと

言える状態ではないだろうと思いました。 

司会者 
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  刑事責任を問えるかどうかというところが問題となっていたときに，特にお医者さん

の意見を聴かなくても，この事件では，特に問題なく日常生活を送っていたこととか，

その他の事情から十分責任能力を判断することができたということですね。 

３番 

  はい。 

司会者 

  ありがとうございます。 

次に，被告人質問についてお伺いしたいと思います。 

  被告人質問は，被告人の言い分が理解できるかどうか，改めて検察官の立証を振り返

ってみたときに，被告人の言い分を踏まえても，なお検察官の立証する内容が証明され

たと言えるかどうかという観点からも，非常に重要なものです。被告人の言い分を理解

したり，信用できないといえるかどうか判断することに難しさを感じたかどうかについ

て，御感想をお伺いしたいと思います。 

  １番，２番の方が参加された事件では，被告人自身もお酒に酔っていて，十分な記憶

が残っていないということでした。その一方で，殺意の有無が問題とされた際には，検

察官から，かつてのエピソードが取り上げられて，殺意について被告人がどのように考

えていたのか，捜査段階で被告人が話したことが取り上げられたとも聞いています。も

し何か，被告人質問の中身について感じられたところがあればお伺いしたいと思います

が，いかがでしょうか。 

１番 

  冒頭で申し上げたとおり，酔っていたとはいえ，被告人は罪を認めていましたので，

被告人質問の際にも，罪は認めていて，検察官はこういう理由でこうなんだという立証

をしただけの話なので，分かりにくいということはありませんでした。また，殺意を持

っていたというところだけは，被告人の記憶がきちんとしていたものですから，その辺

は量刑を決めるに当たって争点になったという感じでした。 

司会者 

  ２番の方はいかがでしょうか。 

２番 

  被告人は非常に若く，ぼくとつとしていて，表現もシンプルな感じでありまして，な

かなか心の奥までは分からないところはありましたけれども，１番の方もおっしゃって

いるように，殺意については，はっきりと認めているというところでした。 

  それと，法廷戦術的なものがあると思うのですが，検察側が，今まで謝罪がないとか，

示談をしていないとか，そういう量刑に関わるところで，主張をしていることに対して，

弁護人側がもう少し，被告人質問の中で，情状酌量が認められるようなコメントを引き

出せたら良かったのではないかと思います。色々な事情があって示談が難しいというこ

ともあるのでしょうけれども，その辺りでも，検察官と弁護人の刑事裁判における経験

の差が出ているように感じました。 

司会者 

  犯罪事実そのものに争いがない場合ですと，どうしても検察官から被告人に対して，

追及しなければいけないことも多く出てくるのかもしれません。ただ，この辺りは色々
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と感じ方もあると思いますが，いかがでしょうか。 

２番 

  検察官が，殺意に関する印象操作的な質問をするところが若干あったんですけれども，

そこは裁判長がすぐに介入して趣旨を確認し，検察官もすぐにやめたという経緯があり

ました。そこは裁判長や裁判官の訴訟指揮というか，公平になるようにしっかりされて

いたと思います。 

司会者 

  ありがとうございます。 

３番の方が参加された事件では，２人の被害者の方が話す内容と被告人の話す内容と

が若干異なっていたと聞いています。被告人質問が，この観点から分かりやすいものに

なっていたかどうか，被告人の言い分が分かりやすかったかどうか，この点については，

いかがでしたでしょうか。 

３番 

  相違点は一点だけでした。その他は被告人も認めていますし，２人で戦慄的な状態に

なっているからお互いに分からなくなっているのではないかと思いました。片や首を絞

めた，片や首は絞めていないということで，おそらくそうだったんだろうということで

決めざるを得ない状況にありました。 

司会者 

  そうすると，例えば，証人の証言の信用性や被告人の供述の信用性を判断するにあた

って，それ以外の証拠と比べたり，それぞれの話がどの程度合理的な内容なのかといっ

たことや，そうしたことを考えながら，信用性を判断することができたということでし

ょうか。 

３番 

  そうですね。 

司会者 

何か難しい点はございませんでしたでしょうか。 

３番 

本当はどうだったのか，皆で半日ほど評議しました。絞めたか絞めなかったかの違い

で，量刑が大きく変わるのであれば，突き詰める必要があるんでしょうけれども，その

手段もありません。医師が調べた結果では，絞められた跡も残っていないということで

したので，あとは想像の範囲でしかないだろうということを思いました。 

司会者 

  そうすると，刑を決めるにあたって，必要な限りで事実関係を議論して結論に至った  

 と，そういうふうに伺ってよろしいでしょうか。 

３番 

  はい。 

司会者 

  ４番の方が参加された事件については，被告人質問は非常に長くて大変だっただろう

と思います。ほぼ３日にわたって午前・午後を使っていまして，合計で１０時間以上を

要したと聞いています。また，被告人が３人だったことから，被告人ごとに述べる内容
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が異なるなどして，述べる内容を把握したり，整理したりするのに御苦労もあったので

はないかと思います。このように，被告人の数が多いと，それぞれの被告人に別々の弁

護人が就くことになりますので，色々なところから質問がされて，自分の弁護人から，

あるいは別の被告人の弁護人から質問がされることも多かったのではないかと思います。

質問と答えのやりとりについて，どういう趣旨なのか，何のための質問なのか，理解が

難しい場面があったかもしれませんが，この辺りはどのように感じられましたか。 

４番 

  質問の意図が分かりづらいということは，それほどなかったですね。ただ，最後まで

被告人それぞれの言い分が違っていて，裁判の中で，どちらの言い分が事実なのかとい

うことについて，明確な，確証が持てるほどの結論が出なかったことが，若干消化不良

な感じがしました。ただ，経緯だとか，印象も含めて，自分なりに判断をしたつもりで

はありますけれども，どちらが正しいことを言っているのかは，最終的には公判の中で

は明らかにはならなかったのではないかと思います。最後まで主張は食い違ったままで

した。 

司会者 

  ３つの事件で３人の被告人がいるとなると，どの事件の誰のことを言っているのかが，

分かりにくいということはなかったでしょうか。 

４番 

  それは大丈夫でした。それぞれ，違った役割というか違った行動をしていましたので，

混同することはなかったと思います。 

司会者 

  そうすると，おそらく，被告人質問の前に，この被告人についてはこういうことが問

題になっているから，ここの部分を聴かなければならないということも，ある程度把握

された上で，被告人質問を聴かれたということでしょうか。 

４番 

  そうですね。 

 

＜論告・弁論について＞ 

司会者 

  それでは，論告，弁論に進ませていただきます。 

  論告，弁論では，証拠調べの内容を振り返りながら，検察官，弁護人それぞれの立場

から，証拠調べの内容がどのようにそれぞれの主張につながっているのかを示されるも

のです。論告と弁論を聞き終わり，それぞれの主張について，証拠調べの内容と結び付

けながらそれぞれの主張を理解することができたかどうかというところをお伺いしたい

と思います。検察官，弁護人の話し方，作成された資料についてお気付きのところがあ

ればお聞かせいただきたいと思います。 

  先ほど，検察官と弁護人が作成する資料について，何かフォーマットを決めて作成し

たらどうかというお話がありましたけれども，それ以外の事件でも，色々と改善すべき

ところがあるかもしれません。いかがでしょうか。 

１番 
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  論告については，検察側は非常に理路整然としていて，要点もきちっとまとまってい

て分かりやすかったと思います。それに対して，弁護側は色々と被告人の助けになるよ

うなことを言いたかったのだと思うのですが，それが前面に出過ぎており，言わんとし

ている焦点が少しぼやけてしまったように感じました。検察官の主張に対して，弁護人

は反論していたのですけれども，あまりにも取り巻く環境や背景事情を前面に出してお

話をされていたので，論点としては少しぼやけてしまったかなという感じがしました。 

司会者 

  ２番の方はいかがでしたか。 

２番 

  冒頭陳述の部分でもお話をしましたけれども，検察側と弁護側のスキルの差があるよ

うに感じました。最終的には双方から量刑についての意見が出てきますけれども，そこ

の表現にあまりにも差があり過ぎて，それぞれが引用している判決の量刑にも，ものす

ごく差があって，正直，この点をどう理解したら良いのかが分からなかったところです。

今回の場合は，心神耗弱で，懲役７年から無期懲役までの間で，どういう刑になるかと

いうことでした。例えば，示談が成立しているような場合には，さらに酌量減軽がある

のだと思いますが，検察側は，そういう中での引用はしていますけれども，心神耗弱の

部分をいわゆる酌量したのかどうかはよく分からない内容だったのと，弁護人側は引用

している判決の中に，示談が成立したものがあったと思うんですけれども，非常に量刑

が軽いものであったということがあって，そういうところを何の説明もなく資料のとこ

ろで示されるというのは，客観的ではないなという気がしました。あとは，弁護人に関

しては，慣れていないということがあるのでしょうけれども，資料に沿って説明するこ

とができなくて，どこを説明しているのかが，我々には分からないというところがあっ

たんですね。それで，聞いていて非常に集中力を欠いてしまったという部分がありまし

た。そこはかなり慣れというのが必要になってくると思います。よく会社でプロポーザ

ルで競争をするような場合には，プレゼンテーションの練習を事前にしますけれども，

多分，そういう練習をしてなかったんじゃないかと思います。そういうところも含めて，

刑事裁判に関しては，まだまだ改善の余地があるのではないかなという気がしました。 

司会者 

  １番と２番の方が御参加いただいた事件では，検察官は懲役１２年が適当であると述

べて，弁護人からは懲役４年６か月が適当であると述べられたと聞いています。これは

これで，随分広がりがあったところですね。心神耗弱という，責任非難の可能性とする

と完全ではないという前提が共通であるのに，具体的意見としては，それだけの違いが

あって，その根拠について，なかなか十分には賛成できないところがあったというとこ

ろでしょうか。 

２番 

  そうですね。 

司会者 

分かりました。そうすると，量刑について意見を述べるときには，ある程度，過去の

データを基にするとしても，どういったデータなのかということをきちんと整理をした

上で，それぞれが意見を述べていくということが必要ということになりますでしょうか。 
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２番 

  素人の意見で恐縮なのですが，弁護人の弁論メモの中で，心神耗弱により法律上の減

軽になっていると，さらに酌量の余地があるとして酌量減軽がされる場合は，懲役３年

６か月から懲役１０年というふうに書いてますけれども，その酌量減軽の事案として，

この事案においてどの事情が酌量減軽に当たるのかということには全く触れていないん

ですね。引用されたケースの中では，多分示談が成立したというのがそれに当たると思

うんですけれども，やはりそういうところはきちっと説明するなり，被告人質問のとこ

ろで分かるようにする必要があるんじゃないかなというふうに感じました。 

司会者 

  今の点は，やや専門的になってしまいますけれども，やはり法律で決められている刑

について，原則はこうなっているけれども，特に事情として酌むべきものがあったとき

には刑を半分まで下げることができるという原則との関係で，そうした法律の規定の適

用を考えるのであれば，それなりに事情を示す必要があるという，そうした御指摘と伺

ってよろしいでしょうか。 

２番 

  はい。 

司会者 

  非常によく分かりました。 

３番の方が参加された事件では，いかがでしたでしょうか。今度は先ほどとは逆に，

検察官と弁護人とでは，求める量刑にそれほど差がなかったというケースですね。検察

官の求刑が１３年で，弁護人の意見は１２年６か月であったと聞いています。こうした

ことが，論告と弁論の中で，どれ位違いとして分かったのか，年数はともかくとしても，

検察官，弁護人の論告や弁論の在り方について，話し方も含めて，何かお気付きの点は

ありますでしょうか。  

３番 

  それについては，逆に，こんなに差が出ないものなのかと疑問に思いました。私の会

社の弁護士から聞いた話では，１０年が妥当と考えたときに，その半分の５年を弁護人

が出してくるという話を聞きまして，最終的に落ち着くところは七，八年だよねという

話も聞いてましたので，少し疑問に思いました。 

司会者 

  裁判官からは，判決で言い渡す量刑について，必ずしも，検察官と弁護人がそれぞれ

適当と考える刑罰の間でなければいけないということではないという説明があったかと

思いますけれども，検察官と弁護人との間で，どういった対立があるかということが，

やや分かりにくくなっていたということになりますでしょうか。 

３番 

  そうですね。争っている点は少ない裁判でしたから。 

司会者 

  もともとは，弁護人は精神鑑定を実施すべきだったということから始まって，そして

最終的な刑罰も，責任非難が完全にはできないということも踏まえて出されたのかもし

れませんが，やはり，そこが十分には伝わりきっていなかったということなのかもしれ
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ませんね。 

３番 

  はい。 

司会者 

  分かりました。 

４番の方はいかがでしょうか。４番の方が参加された事件については，論告と弁論だ

けでも，合計で１時間以上を要したと聞いています。被告人ごとに言い分が異なるとい

うことを理解するのに，御苦労等はございませんでしたか。 

４番 

  冒頭陳述よりも，さらに論告・求刑のフォーマットを統一してもらいたいという気が

しました。分かりにくいということはないんですけれども，検察官の論告メモは一連の

経過が時系列的に並んでいて，弁護人のメモは，それぞれの被告人について載っている

という感じで，我々としては，耳で聴いてもなかなか分からないので，配られたメモを

頼りに見ていくことになります。そうすると，分かりづらいということはないんですけ

れども，全体の整理をするという意味ではなかなか難しいと感じました。ただ，評議の

中では，裁判官の方たちが，ホワイトボードに書いて整理をして下さって，全体像を分

かりやすく説明していただいたので良かったです。３つの事件の，３人の被告人の言い

分がそれぞれ違うということで，やはり整理が難しかったという感想です。 

司会者 

  例えば，検察官が論告をした内容のどこの部分を争うかということについて，弁護人

がそこをもう少しはっきりさせる，というようなことが考えられるということでしょう

か。 

４番 

  そうですね。事件の一連のあらましを，時系列で表示した上で，この部分が検察官は

こうで，弁護人はこうだというふうに書くとかですね。何となく，紙で何ページにもわ

たって文字がずらっと書かれているメモなので，そこから自分でピックアップして見て

いかなければならないというのが，分かりづらいと言えば分かりづらかったですね。 

司会者 

  そうした分かりづらさについては，評議の中で，ホワイトボードを使って整理をして

いくことで，裁判員と裁判官の間で，共通の認識に至っていったというふうにお伺いす

ればよろしいでしょうか。 

４番 

  はい。 

司会者 

そうしたところが，論告と弁論の段階ですでに出ていると，より評議がやりやすかっ

たし，また，争点に対する的確な判断ができたのかなと思います。ほかに，論告や弁論

について，検察官や弁護人の話し方，資料の作成の仕方等も含めて，何か御意見はあり

ますでしょうか。特に，この論告と弁論については，検察官や弁護人が一番時間をかけ

て主張を行う場面ですので，どのように感じられたかということは，検察官も弁護人も

関心があるところだと思うのですが，いかがでしょうか。 
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１番 

  先ほども申し上げましたとおり，検察官は要点がまとまっていて理路整然としており

ました。それは，おそらく刑事裁判の経験の差だと思います。今回の弁護人は，刑事事

件を担当したことはあるのかもしれませんけれども，そんなに数多く経験されているよ

うな感じはしなかったので，あまりうまく説明できなかったのかなというふうに，私は

思いました。 

 

＜評議について＞ 

司会者 

  続いて，評議の運営の仕方についてもお伺いしたいと思います。 

  まず，全体的な時間の取り方，例えば休憩の取り方，日数のかけ方などについて何か

改善できる点はございませんでしょうか。御意見があれば，率直にお聞かせいただけれ

ばと思います。 

  例えば，４番の方に御参加いただいた事件では，評議の日程として３日半を確保して

いたと聞いています。結果的にはそこまでは必要なかったのかもしれませんけれども，

やはり争いになっている部分は複雑だったということもあって，余裕を持って取らざる

を得なかったのかもしれません。その辺り，実際に経験されて，長すぎた，あるいは物

足りなかった，そうしたことも含めて，何かございますか。 

４番 

  特に問題はなかったと思いますし，適切だったかなと思います。時間的なものは問題

なかったと思います。 

司会者 

  日程の取り方として，特に問題は感じられなかったわけですね。ほかの皆様はいかが

でしょうか。それぞれ，評議の時間，休憩の取り方，それから裁判官の在り方として，

きちんと話しやすい雰囲気ができていたかどうかという点も含めて，どのように感じら

れましたか。 

１番 

  私たちの評議では，皆さん，非常に活発に意見交換されていました。分かりにくいと

ころは，裁判官から，私たちにも理解できるような説明をしていただきましたし，そろ

そろ疲れてきたなというときには休憩を入れていただきましたので，私としては，日程

的なものや，時間配分も含めて非常に良かったと思います。 

司会者 

  例えば，裁判官の意見をそれとなく示し過ぎて，誘導になっていたのではないか，あ

るいは裁判官からの発言や質問の意図が分かりにくいということはないか，どんなふう

に感じられたかお伺いしたいのですが。２番の方，いかがですか。 

２番 

  １番の方と全く同意見ですけれども，裁判員裁判に来る前は，裁判官は非常に固いと

いうイメージで，評議では専門用語が多くて分かりにくいのではないかと思っていまし

たけれども，全くそんなことはなかったですね。時間の取り方も適切ですし，休憩時間

もしっかり取っていただいて，心神耗弱あるいは酌量減軽の仕組みも含めて，ボードも
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使って非常に分かりやすく説明していただきましたので，多分，参加された皆さん，ス

ムーズに活発に議論をすることができたのではないかなと思います。そういう面でも，

今回，裁判員制度の説明会をやっていただいて，意外とリラックスしてできますよとい

うことを皆に知って欲しかったというのがあります。すでに何回も裁判員裁判を御経験

されているんでしょうけれども，非常に意見の引き出し方が上手いというか，素晴らし

かったと思います。 

司会者 

３番の方はいかがでしょうか。 

３番 

  誘導は全く感じられませんでしたし，意見を述べて下さいと言われたことについて，

人それぞれ色々な性格の方がいますので，引っ込み思案な方からはうまく意見を引き出

して，その辺りは公平に意見を聴いていただけたと思います。 

司会者 

  我々も苦労するところなのですが，確かに議論に慣れている方もいらっしゃれば，あ

まり議論に慣れていない方もいらして，色々な意見をうまく，公平に，平等に闘わせる

というところには，我々も気を付けなければいけないと思っているのですが，その辺り

はいかがでしょうか。むしろ，失礼ながら，こういう場にいらしていただける方は，普

段の日常生活においても話すのが得意な方なのかなとも思っておりますが，その辺り，

いかがでしたでしょうか。仮に，年齢が離れていたり，社会生活の中で議論をする機会

のない方が入って来られたときに，議論が出来るだろうかと心配になったりされません

でしょうか。 

３番 

  その不安もありましたけれども，裁判官が指名して聴いてくれたので，そこは平等に

されていたと思います。 

司会者 

  例えば，裁判官がそう考えているんだったらそういうことかなとか，そういうことは

なかったでしょうか。 

３番 

  そういうことはなかったと思います。 

司会者 

  分かりました。皆さん，良いことばかりおっしゃられるので，若干物足りないような

気もするんですけれども。 

１番 

  今回，御一緒した裁判員の方々は，偶然かもしれませんけれども，皆さんそれぞれ自

分の意見を持っていて，色々お話をしていましたので，選ばれたら，それなりに意見は

言えるのではないかと思います。 

司会者 

  私も，確かに，いつも裁判員の皆さんに助けられながらやっていることを，改めて今

思ったところです。評議の中では，争いのある事実を認めるかどうかというところ，あ

るいは刑罰の重さをどうするかというところ，こうしたところについて，御苦労された
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りしたことはなかったでしょうか。証拠調べが複雑になればなるほど，評議の中で思い

返さなければならないことも結構多かったりすると思うんですが，その辺りいかがでし

ょうか。 

２番 

  私が参加した裁判は，事実関係に争いはないので，あとは量刑をどうするかだけなん

ですけれども，今回参加して，色々勉強して，量刑相場という言葉があるとか，あるい

はネットで例えば「強盗殺人未遂，量刑」で検索すると，瞬く間に分かっちゃうんです

ね。こういう犯罪を犯すと，だいたいこの位だというのが，瞬時にインターネットで分

かってしまうので，後でデータベースは見せていただきましたけれども，意外と今回の

裁判というのは，２１歳という若い方が犯したもので，未遂にも関わらず，かなり重た

い刑になりそうだというのは，事前に評議の前に分かっていました。日本の刑事裁判に

ついては，これから色々と議論があると思いますが，もともと罪に対して罰を科すとい

う封建的な考え方で，それを２１歳の若者にそのまま当てはめていいのかとか，色々な

議論が当然起こり得るということで，具体的な中身については話せませんが，そういう

ところがすごく難しかったと思います。先ほども言ったように，謝罪の手紙がきていな

いとか，そういう部分の情状をどう見るかとか，その辺が皆で議論をしたところじゃな

いかなと思っています。 

司会者 

  ３番の方，４番の方，評議について，例えば，今もお話に出ましたが，ほかの事件と

の兼ね合い，どれ位の刑罰だったのか，その傾向も参考にされたと思いますけれども，

特に性犯罪等では色々な評価があったのかも知れません。 

３番 

  私は，初めて聞いたときは，こんなに重いのかと思いました。 

司会者 

  裁判員裁判に参加される前に比べると，色々とまた新しい感覚を覚えることもあった

ということですね。 

３番 

  はい。 

司会者 

  分かりました。４番の方は，３人の被告人がいて，それぞれ刑罰を決めるというのが，

この３人の間でどれ位の差をつけるかとか，それなりに難しい問題があったと思います

けれども，いかがでしたでしょうか。 

４番 

  私は，ガイドライン的な，判断ポイントのようなものを御用意いただけると良かった

かなと思っていました。３年から８年という中で，量刑をどう決めるかというところに

関して言えば，我々には基準がないんですね。データベースで裁判員裁判の過去の実績

を見ても，詳細が書かれていないので，あまり分かりません。被害額とかですね。共同

正犯がどうだということくらいしか分からなかったので，もう少し，我々が判断するた

めの材料になるようなものが，何かあったら良いなというふうには思いました。 

司会者 
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  刑罰を決める際に参考になるような，指標というか，分かりやすいものがあれば良か

ったということですね。 

４番 

  そうですね。データベースも，検索の機能があまり良くないのかなと思いました。も

う少し，細かいところでの識別というか検索ができると見やすくなるのかなというのは

ありました。あとは，全体を通して，裁判官３人の意見も，それぞれ違っていたんです

ね。それで，安心したと言うと変なんですけれども，必ずしも答えは一つではないとい

うことが分かりましたので，それぞれの感覚で最後は結論を出したんですけれども，判

断するためのサポートツールみたいなものがあると良いかなというふうには思いました。 

司会者 

今，おっしゃられた通り，３人の裁判官が必ずしも一致するということではないもの

ですから，ただ，色々な考え方があるという視点は示されたということでお伺いしてよ

ろしいでしょうか。 

４番 

  はい。 

司会者 

ありがとうございます。評議についてお伺いしましたけれども，これまでお伺いした

以外に，どんなことでも結構です。裁判所や検察官，弁護人に対して，こういうところ

は改善したほうが良いのではないかとか，あるいは，検察庁や弁護士会に対するお褒め

の言葉などもあればと思いますが，何か全体的なところで御意見のある方，いかがでし

ょうか。 

２番 

  いわゆる被害者感情についてなのですが，証人尋問で１回，それから意見陳述という

ことで，御本人ではなく，確か弁護人がお話をされたと思いますけれども，最後に，事

実，法律の適用に関する意見陳述ということで，ここでもまた被害者感情を話して，合

計３回出てくるんですよ。そうなると，評議の中でも，裁判員，一般市民感情からする

と，やっぱり被害者の感情を重く見るというのが，どうしても出てきて，何となく公平

性に欠けるような感じがしました。今の刑法の考え方が，罪を罰するということですの

で，そういうふうになりがちだとは思うんですけれども，もう少し，今後検討する余地

はあるのではないかなと個人的には感じております。 

  あとは，先ほど申し上げましたとおり，弁護人に関しては，例えば，弁護士のいない

エリアに関しては一定の人件費を負担して弁護士を配置するという事業をやられている

と思いますけれども，それと同様に，刑事事件に関しても，もう少し専門家というか，

そういう仕組みを考える必要があるんじゃないかなというのが素朴に感じたところです。 

司会者 

  今おっしゃられた２点については，今の刑事司法全体について大きく課題になってい

るところですね。１点目の被害者の感情をどう考えるのかというのは，被害者にとって

の権利の保護ということと，実際の刑事裁判においてどのように刑を決めるかというこ

ととの兼ね合いでは，非常に難しい問題を突き付けられていると思いました。    

２点目についても，これも大きな問題として，裁判所も含めて考えなければならない
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問題なのかなと思っております。 

  ほかに何かございますか。   

３番 

  裁判員を選出するときに，まず，この１年間で裁判員になるかもしれないという通知

が来ます。その後，具体的な日時を指定して呼び出されまして，３０人くらい来ていま

した。そこから８人を選ぶということは，だいたい４分の１ですよね。こんなに候補者

の数が必要あるのでしょうか。 

司会者 

  これにも，色々な事情がありまして，先ほど２番の方がおっしゃった選任の段階での

様々な手続のこともあるのですが，ただ一方で，おいでいただく候補者の方には，なる

べく少なめの人数で御負担の少ないようにしなければならないという課題も裁判所にあ

ると思いますので，今お伺いしたことを踏まえて，なるべく御負担の少ない形で選任が

できるように検討していかなければいけないと考えております。 

３番 

  私が言いたいのは，手間が掛かり過ぎるんじゃないかということです。せっかく集め

たんだったら，３０人なら３０人，来た人の中で選任されなかった人を次の事件に当て

るとか，そういった工夫ができないでしょうか。そうすれば，候補者にとっても，裁判

所にとっても，仕事量も少なく，手続も煩雑ではなくなると思います。 

司会者 

  裁判員候補者になる方の御都合をどのように合わせていただくかという点も含めまし

て，裁判所が様々な工夫を考えなければならない問題なのかなと思いました。 

  時間も残り少なくなってしまいましたが，検察庁や弁護士会から，何かございますか。 

奥田弁護士 

  大変貴重な御意見を伺って，こちらとして申し上げたいことも色々あるんですけれど

も，ひとつだけ，今日は「スキル」という言葉が出ましたので，これについて弁護士会

側の事情だとか取組についてお話をさせていただきたいと思います。 

  冒頭に，司会者から説明がありましたが，制度施行から８年半で２３０件というお話

がありました。そうすると，年間３０件切るくらいの事件数なんですね。札幌の場合は

刑事１部，２部，３部とありますから，３分の１で，１か部年間１０件足らずの件数と

いうことになります。検察官は毎回立ち会いますから，１年間だと七，八件はできます。 

 我々弁護士，札幌弁護士会所属の弁護士が何人いるかというと，７００人います。それ

で，事実上，刑事弁護をやらないという弁護士もいますけれども，実際に刑事弁護をや

る弁護士が仮に半分，３５０人だとすると，３５０人で２３０件ということは，１人に

１件当たるか当たらないかというところが現状なんです。ですから，弁護人に未熟な面

があったということをおっしゃられましたけれども，多くの弁護人が初めてであったり

２回目であったりということはあります。私は，立場上，刑事弁護センター運営委員会 

というところに所属していますので，ある程度の件数をこなしているほうですけれども，

それでも六，七件くらいがやっとです。札幌弁護士会では多いほうです。かと言って，

これを言い訳にして良いというふうには，我々は思っていません。少なくとも，私は思

っていません。実は，私は１番，２番の方，３番の方が参加されたそれぞれの事件を傍
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聴しに行ってますし，４番の方が参加された事件についても，短時間，１人の証人尋問

だけですけれども傍聴に参りました。札幌では，おそらく私が一番たくさん傍聴に行っ

ています。それは自信があります。どうして傍聴に行くのかというと，一つは自分のス

キルを上げたいからなんですね。要するに，件数がこなせない分，ほかの弁護士がやっ

ているのを見てスキルを上げたいというのがあります。そして，さらに言うと，そこで

見たことを札幌弁護士会の弁護士専用のメーリングリストに感想を流して，それによっ

て全体のスキルを上げたいという思いがあって，そうした取組みも行っています。ただ

し，１番の方，２番の方がおっしゃったような，検察官に見劣りしない弁護活動が出来

る，そこまでのスキルを身に付けるとなれば，今のような体制，要するに，３５０人な

り，３００人なりが平等に裁判員裁判をやるという体制だと，おそらく追い付けないだ

ろうと。だから，変わって行かなきゃいけない。極端なことを言うと，例えばの話，本

当にやる気のある５０人なり７０人なり，その位のレベルの人間が，然るべき研修を受

け，然るべき資料を読み，そういう形で経験をしていかないと，検察官に見劣りしない

法廷弁護活動というのはなかなか難しいのかなと思います。そこは本当に弁護士会とし

ても，ほとんどの弁護が国選弁護ですから，税金を使って仕事をさせてもらっているわ

けですので，市民の皆さんの御期待に沿えないというのは，全く本意じゃないので，そ

こは変わって行かなきゃいけないというふうには思っています。ただ，一つだけ言い訳

をさせて下さい。まず，検察官の言い分というのは，分かりやすくて当たり前なんです。

なぜかと言うと，それは，有罪にならないような，有罪にする自信がないような事件は，

起訴猶予になるからです。検察官が自信を持って有罪にできるという事件だけが皆さん

の前に出てきます。逆に，弁護人のストーリーは，ある意味苦しい言い訳なんですよね。

犯罪者の人たちの苦しい言い訳を，何とか皆さんに伝えようと，弁護人は一生懸命心を

砕いているんですが，スキルのなさも手伝って，その苦しい言い訳がなかなか伝わって

いかない。もともとのストーリー自体に弱点がある上にスキルの面も手伝って，かなり，

法廷での弁護人の活動が検察官に比べて見劣りするよということはよく言われているし，

私自身もよく分かっているつもりです。ですから，何とか改善していきたいし，こうい

う機会もぜひ大事にして，他の会員にも周知していきたいと思います。今日は貴重な御

意見をありがとうございました。 

   

＜記者からの質問＞ 

司会者 

  それでは，最後に，報道機関の方からの質問はありませんか。 

記者（ｕｈｂ） 

  本日は貴重な意見をありがとうございました。色々なお話を聴かせていただいたので

すが，我々マスコミによる裁判の取り上げ方について，どう見られているかということ

をお聞きしたいと思います。まず１つは，御自身が関わった裁判について，ニュースや

新聞等で取り上げた場合に，それを見て影響されるようなことがあるのか，２つ目とし

て，裁判員を経験された後に，ワイドショーや全国区のニュースを御覧になることもあ

ると思うんですけれども，その取り上げ方について，感じ方に変化があったかどうかと

いう点について，一言ずつお聞かせ下さい。 



 25 

１番 

  テレビに報道される事件というのは，やはり大小がありますよね。例えば殺人が絡め

ば，結構大きく取り上げられて，未遂ぐらいならそれほど取り上げられないとか，そう

いうところがあるので，どの事件も重要性は同じだと思います。ですから，たまたま，

５人殺されたとか，１人殺されたとか，じゃあどっちが重いんだ，重くないんだという

ことはないんだと思いますけれども，やはり客観的に見て，平等に報道されるべきと思

います。やはり，事件によって差があるように感じます。 

２番 

  別のことについても，併せて意見を申し上げたいと思います。御存じだと思いますけ

れども，今，読売新聞で，村木厚子さんという冤罪の，次官になった方ですけれども，

この方が結構赤裸々に書いています。結局，冤罪になった決め手というのが，自分で検

事から出された証拠を調べて，フロッピーディスクの日付けがおかしいというのが分か

って，それが決め手になったんですね。やはり，そういう部分で言っても，難しいこと

だとは思いますけれども，何らかのサポート体制を，例えば，一生に一回しか裁判員裁

判をやらない弁護士の方がいるのなら，その方たちをどうやってサポートするのかとい

う仕組みを作る必要があると思います。 

  それから，報道の関係ですけれども，たまたま，私の担当した事件は報道されなかっ

たので，影響はありませんでした。ただ，同じ時期にやっていた釧路地裁の裁判員裁判

は，かなり報道されていまして，それは関心がありましたので，ユーチューブで検索し

たら，１年前の犯行のニュースが出ていました。やっぱり，今は報道もテレビ，新聞だ

けではなくて，ネットの部分も大きいので，なかなか難しい感じはしますね。だから，

テレビ，新聞が公平に報道するというのは大前提だと思いますけれども，どうしてもイ

ンターネット上のＳＮＳの影響が出てきてしまうというのがあると思います。逆に，そ

ういうところを，テレビや新聞で面白おかしく取り上げたりすると，色々な判断に影響

が出てくるんじゃないかなと思います。必要以上にセンセーショナルに報道するとか，

そういうケースもあるので，可能であれば，なるべくニュートラルにやっていただけれ

ば良いのかなと思います。それと，裁判員が評議する中では，そんなに報道の影響はな

いんじゃないかなというふうには思います。それは，やはりプロの裁判官が一緒にやっ

て，なるべく客観性を高めるような議論をしているからじゃないかなというふうに思っ

ています。 

３番 

  裁判員裁判の経験をさせていただいてからは，ニュースを見るたびに，罪の重さとい

うか，これは軽すぎではないかとか，こんなに重いのかというようなことを感じます。

以前は，ニュースをただ聞き流していただけだったのですが，今は内容だとか，色々な

ことを考えるようになりました。 

４番 

  私の関わった事件については，報道されたという記憶だけはあったんですけれども，

特に過去の報道内容を調べることはしませんでした。判決が出た後に，簡単なニュース

は出ていましたけれども，特別，報道がどうだというところで感じたことはありません

ね。ただ，こういうのを経験すると，３番の方もおっしゃっていましたけれども，色々
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なニュースが出るたびに，これは裁判員裁判だな，大変だなという感想は持ちますね。

特に変化があったということを感じてはいないです。   

司会者 

  裁判員裁判の経験が，ほかの事件についても色々と考えるきっかけになったというの

はよく伺うところです。それが，より広く社会の中でも共有できれば良いなということ

は，我々も思っているところです。 

本日は，貴重な御意見を伺うことができました。裁判所としても，お伺いした御意見

を踏まえながら，制度の運用について，見直すべきところは見直していきたいと思って

いるところです。 

それでは，本日の意見交換会はこれで終了したいと思います。ありがとうございまし

た。 

                                  以 上 


